
申請者名
事業所
所在地

事業所名
実地
指導日

文書による指摘の内容
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是正状況

備考

医療法人高
幡会

高岡郡四
万十町

大西病院介護医療
院

R2.12.1 １　運営規程に実態と相違する事項（従業者の員数）が認められ
　た。
２　特別診療費の額の算定に当たり次の（１）及び（２）のとおり
　不適切な事例が認められた。
（１）専従する常勤の理学療法士を２名以上配置していないにもか
　　かわらず、理学療法リハビリ体制強化加算を算定
（２）専従する常勤の作業療法士を２名以上配置していないにもか
　　かわらず、作業療法リハビリ体制強化加算を算定

改善済

医療法人寿
会

幡多郡黒
潮町

介護医療院ことぶ
き

R2.11.26 １　身体的拘束等の適正化のための指針を整備していないことが認
　められた。
２　運営規程に不足する事項（その他施設の運営に関する重要事
　項）が認められた。
３　介護報酬の額の算定に当たり不適切な事例（うえの１に該当す
　るにもかかわらず、身体拘束廃止未実施減算として定められた単
　位数を所定単位数から減算していない）が認められた。
４　特別診療費の額の算定に当たり不適切な事例（入院診療計画を
　作成していないにもかかわらず初期入所診療管理を算定）が認め
　られた。

改善済

実地指導結果
サービス種別：介護医療院

令和３年６月３０日現在（「事業所所在地」｢事業所名」は実地指導日現在）


